
酒税の転嫁と保全のスキーム

製造原価

製造者マージン

酒　　税

卸売業者マージン

小売業者マージン

製造者の販売価格

卸売業者の販売価格

小売業者の販売価格 消費者の購入価格

酒税を負担

納　税

（税務署）

転嫁 転嫁 転嫁

酒類製造免許（法７条）
酒類販売業免許（法９条）

・販売方法は卸売に限る旨の
免許条件付（法11条）

（製造者） （卸売業者） （小売業者） （消費者）
酒類販売業免許（法９条）

・販売方法は小売に限る旨の
免許条件付（法11条）

（小売業者マージン）

（卸売業者マージン）

（製造者マージン）

（製造原価）

酒税の保全のため、製造、卸売、小売の各段階で、免許制を採用

183.49円

228.90円

庫出税
申告：出荷の翌月末まで
納付：出荷の翌々月末まで

価格等は
ビール350ﾐﾘﾘｯﾄﾙ缶
消費税込み

77.70円


